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（開示事項の経過）財務制限条項への抵触に関する金融機関との協議結果について 

 

当社は、2025 年 12 月期決算の結果、金融機関との間で締結している金銭消費貸借契約に定める財務

制限条項に抵触しておりましたが、当該金融機関と協議を行った結果、期限の利益喪失について猶予す

る旨の承諾を得ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．経緯 

当社は、2026 年 3 月 27 日付「金銭消費貸借契約に係る財務上の特約に定める事由の発生に関するお

知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025 年 12 月期決算の結果、金融機関との間で締結している金

銭消費貸借契約に定める財務制限条項に抵触したため、金融機関との間で今後の対応について協議を進

めてまいりました。 

 

2．協議結果 

当社と当該金融機関との協議の結果、当該財務制限条項への抵触を理由とした期限の利益喪失の請求

を行わない旨の承諾を得ております。当該金融機関とは、引き続き従前のとおりお取引を継続いただけ

る見通しとなっております。 

 

3．今後の見通し 

本件による当社業績への影響は軽微であります。 
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